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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２８年９月１５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚（標識灯を設置した筏
いかだ

） 

発生日時 平成２８年４月１３日 １９時４５分ごろ 

発生場所 広島県広島港第３区 

広島港草津波高観測塔灯から真方位１９２°４７０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２１.０′ 東経１３２°２４.７′） 

事故の概要  プレジャーボートなでしこは、雨が降って船首方が見えにくい状況

下、南西進中、標識灯を設置した筏に乗り揚げた。 

 なでしこは、プロペラ翼の脱落等を生じ、また、標識灯を設置した

筏は木材の折損等を生じた。 

事故調査の経過  平成２８年４月２６日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等  

 

プレジャーボート なでしこ、４.０トン 

 ＨＳ３－４３００３（漁船登録番号）、個人所有 

１１.４０ｍ×２.５７ｍ×０.７６ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、２２８kＷ、平成１９年７月２３日 

第２７０－４６１４３号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ７２歳 

 二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５１年１２月３日 

  免許証交付日 平成２７年１２月２１日 

         （平成３３年１月９日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 プロペラ翼の脱落、プロペラ軸に曲損等 

標識灯を設置した筏 標識灯を設置した筏を構成する木材が折損及び

ワイヤに曲損 

 気象・海象 気象：天気 雨、風 なし、視程 約３００ｍ 

海象：潮汐 高潮時 

 大雨注意報が広島県に発表中であった。 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、釣り仲間２人（以下「同乗者」と

いう。）を乗せ、広島県呉市倉橋島の南方で釣りをするために平成２

８年４月１３日１９時３０分ごろ、広島県広島港第３区にあるマリー
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ナを出航した。 

 本船は、船長が、操舵室内の右舷側にある操縦席に腰を掛け、目視

で見張りを行いながら操船し、草津波高観測塔付近を約１９ノットの

対地速力で手動操舵により南西進した。 

 船長は、同乗者と会話をしながら航行を続けていた際、ふと見たレ

ーダー画面にかき
．．

筏らしき映像を認め、ふだんより西側に寄って航行

していると思い、左舵を取ったものの、１９時４５分ごろ衝撃を感じ

た。 

 船長は、直ちに減速して周囲を確認したところ、右舷船尾方に‘広

島ヘリポートの南南西方に設置されたかき
．．

養殖施設の東端を示す標識

灯’（以下「本件標識灯」という。）を視認し、本件標識灯が損傷して

いるように見えなかったので、‘本件標識灯を設置した筏’（以下「本

件筏」という。）を固定するワイヤに衝突したと思い、航行を継続し

ようとしたものの、本船が前進していないことに気付いた。 

 船長は、クラッチを前後進に入れたものの、推力を得られなかった

ので、衝突したことによりクラッチが故障したと思い、携帯電話で友

人に救助を要請した。 

 本船は、来援した友人の船にえい
．．

航されてマリーナに帰った。 

 かき養殖施設の監視をする監視船船長は、１４日０４時３０分ごろ

広島港第３区の係留地を出航し、かき養殖施設の見回り中、本件筏が

損傷していることを認め、漁業協同組合に連絡した。 

 漁業協同組合担当者は、海上保安庁に本事故の発生を通報した。 

 船長は、１４日１４時００分ごろ、海上保安庁から連絡を受けたマ

リーナ関係者から連絡があり、本件筏に乗り揚げたことを知った。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項  船長は、夜間、雨が降っている状況で出航した経験がなかった。 

 船長は、本事故当時、ワイパーを作動させていたものの、雨が強く

て船首方が見えにくい状態であった。 

 船長は、レーダーを作動させていたものの、電源及びレンジの切替

えボタンの操作方法しか知らず、雨雪反射除去装置等の調整ができな

かった。 

 船長は、ふだん、本船に搭載している魚群探知機兼ＧＰＳプロッタ

ー（以下「ＧＰＳプロッター」という。）を釣り場の海底の状態など

を調べる時に使用していた。 

 船長は、ＧＰＳプロッター画面上に本件筏を含むかき
．．

養殖施設が表

示され、航行する予定であった海域には過去の航跡が残されているこ

とを知っていたものの、本事故当時、同プロッター画面の航跡を見る

ことができるレンジに設定していなかった。 

 船長は、周囲が見えにくかったので、ＧＰＳプロッター画面の明る

さを暗くしていた。 



- 3 - 

 船長は、夜間、入航する際、目視で広島ヘリポートの南南西方に設

置されたかき
．．

養殖施設付近を航行した経験が数多くあったので、出航

に関しても安全に航行できると思っていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

 本船は、雨が降って船首方が見えにくい状況下、広島港第３区を南

西進中、船長が同乗者と会話をしていて見張りを適切に行っていなか

ったことから、船首方の本件標識灯に向けて航行していることに気付

かず、本件筏に乗り揚げたものと考えられる。 

 船長は、夜間、出航した経験がなかったものの、入航する際に目視

で本事故発生場所付近を航行した経験があったことから、目視で安全

に出航することができると思ったものと考えられる。 

 船長は、本件標識灯の存在を知っていたことから、速力を減じて航

行していれば、本件標識灯を視認し、本事故の発生を防ぐことができ

た可能性があると考えられる。 

原因 本事故は、夜間、本船が、広島港第３区を南西進中、船長が見張り

を適切に行っていなかったため、本件標識灯に向けて航行しているこ

とに気付かず、本件筏に乗り揚げたことにより発生したものと考えら

れる。 

参考 

 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・常時見張りを適切に行うこと。 

 ・天候により船首方が見えにくい場合、必要に応じて速力を減じ、

周囲の状況を確認することが望ましい。 

 ・レーダー及びＧＰＳプロッターの操作に習熟しておくこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 

（平成２８年４月１３日

１９時４５分ごろ発生） 

広島港草津波高観測塔灯 

マリーナ 

広島港 

  第３区 

広島県 

広島市 

広島ヘリポート 

かき養殖施設 

航行予定針路 

本件筏 

（本件標識灯） 


